
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プロテクタを用いて既設トンネル内部の交通を許容したまま既設トンネルを拡幅する拡幅
工事用換気装置であって、
前記プロテクタに設けられ、該プロテクタ外側と既設トンネル内側との空間を切羽側で閉
塞する閉塞手段と、
前記プロテクタの切羽側後方の足周りに取り付けた遮断シートと、
前記プロテクタの切羽側上部に設置した排気用送風機と、
作業区域後方に設置し、作業区域へ空気を供給する送気用送風機と、からなる、
既設トンネルの拡幅工事用換気装置。
【請求項２】
請求項１に記載する既設トンネルの拡幅工事用換気装置において、
前記切羽側で閉塞する閉塞手段を坑口側にも設けたことを特徴とする、
既設トンネルの拡幅工事用換気装置。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載する既設トンネルの拡幅工事用換気装置において、
前記排気用送風機に代えて集塵機を設置したことを特徴とする、
既設トンネルの拡幅工事用換気装置。
【請求項４】
請求項１乃至請求項３のいずれかに記載する既設トンネルの拡幅工事用換気装置において
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、前記閉塞手段は、前記プロテクタから外側に突出した鋼板に膨縮自在の袋体を取り付け
てなる、既設トンネルの拡幅工事用換気装置。
【請求項５】
プロテクタを用いて既設トンネル内部の交通を許容したまま既設トンネルを拡幅する拡幅
工事の換気方法において、
請求項１乃至請求項４のいずれかに記載する既設トンネルの拡幅工事用換気装置を使用し
て作業区域と供用区域との空気の流れを遮断し、
前記排気用送風機または集塵機で作業区域の空気を排気するとともに、前記送気用送風機
で作業区域へ空気を供給して換気を行う、
既設トンネルの拡幅工事の換気方法。
【請求項６】
請求項５に記載する既設トンネルを拡幅する拡幅工事の換気方法において、前記プロテク
タの移動時は、前記袋体を縮小して行う、既設トンネルの拡幅工事の換気方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、既設トンネルの拡幅工事用換気装置及び換気方法に関するもので、特にプロテ
クタを用いて既設トンネル内部の交通を許容したまま拡幅工事を行う場合の換気装置及び
換気方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
既存トンネル内部の交通を許容したままトンネル断面を拡大する拡幅工事では、作業区域
の空気の換気が作業者にとって重要な作業環境の一つである。
トンネル上部からの落下物を保護するために断面略門型のプロテクタを設置し、このプロ
テクタの内部にて交通を確保しつつ、空気の換気を行いながらトンネル坑内で工事作業を
行っている。
従来、トンネルの活線拡幅工事は工事区間が短く、全線に亘りプロテクタが設置されてい
たため、プロテクタの切羽側の閉塞や、足周りの気密性の確保を固定式で行っていた。
ところがトンネルの活線拡幅工事の工事区間が長い場合は、移動可能なプロテクタを使用
し、風管と呼ぶ軽量パイプをトンネル内壁に沿って配置し、作業区域へ送気するか、ある
いは作業区域から排気していた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
作業区域へ送気、あるいは作業区域から排気する従来の換気方法においては、次のような
問題点があった。
＜イ＞作業区域へ送気する場合は、工事で発生する有害物質が活線部などの供用区域へ漏
出し、プロテクタ内を走行する一般車両の視界を悪くしていた。
＜ロ＞作業区域から排気する場合は、活線部などの供用区域から空気が漏出し、一般車両
の排ガス、黒煙、路面やタイヤの磨耗による粉塵等が混じり、作業区域の空気の希釈効果
を悪くしていた。
【０００４】
【発明の目的】
本発明は上記したような従来の問題点に鑑みて考えられたもので、プロテクタ内を走行す
る一般車両の視界を悪くすることのない既設トンネルの拡幅工事用換気装置及び換気方法
を提供することを目的とする。
また本発明は、作業区域の空気の希釈効果を向上させるようにした既設トンネルの拡幅工
事用換気装置及び換気方法を提供することを目的とする。
本発明は、上記目的のうち少なくとも一つを達成するようにしたものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
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上記のような目的を達成するために、本発明の既設トンネルの拡幅工事用換気装置は、プ
ロテクタを用いて既設トンネル内部の交通を許容したまま既設トンネルを拡幅する拡幅工
事用換気装置であって、前記プロテクタに設けられ、該プロテクタ外側と既設トンネル内
側との空間を切羽側で閉塞する閉塞手段と、前記プロテクタの切羽側後方の足周りに取り
付けた遮断シートと、前記プロテクタの切羽側上部に設置した排気用送風機と、作業区域
後方に設置し、作業区域へ空気を供給する送気用送風機と、からなるものである。
【０００６】
ここで、閉塞手段は坑口側にも設けることができ、また排気用送風機に代えて集塵機を設
置することができる。
また閉塞手段は、前記プロテクタから外側に突出した鋼板に膨縮自在の袋体を取り付けて
なる。
【０００７】
また、本発明の既設トンネルの拡幅工事の換気方法は、プロテクタを用いて既設トンネル
内部の交通を許容したまま既設トンネルを拡幅する拡幅工事の換気方法において、前記し
た既設トンネルの拡幅工事用換気装置を使用して作業区域と供用区域との空気の流れを遮
断し、前記排気用送風機または集塵機で作業区域の空気を排気するとともに、前記送気用
送風機で作業区域へ空気を供給して換気を行うものである。
【０００８】
ここで、前記プロテクタの移動時は、前記袋体を縮小して行う。
【０００９】
【本発明の実施の形態】
以下図面を参照しながら、本発明に係る実施の形態について説明する。
【００１０】
＜イ＞全体の構成
図１及び図２は、既設トンネル１を拡幅工事する場合の換気装置全体を示しており、図１
は側面図で、図２はその平面図である。
プロテクタ３の切羽２１側に閉塞手段４を設置して気密性を確保し、プロテクタ３の切羽
２１後方の足周りに遮断シート５を取り付けて気密性を確保する。
プロテクタ３の切羽２１側に排気用送風機６０を設置し、作業区域２２の後方に送気用送
風機６１を設置し、排気用送風機６０で作業区域２２の汚染した空気を排出するとともに
送気用送風機６１で新鮮な空気を供給して換気する。
【００１１】
＜ロ＞既設トンネル
既設トンネル１は、拡幅工事を行う前のトンネルである。
既設トンネル１の底面１１に、拡幅工事を行う区間に亘って、レール１２を敷設する。
このレール１２は、プロテクタ３が走行するためのレールである。
既設トンネル１と平行に、掘削機８などで切羽２１を掘削して、拡幅トンネル２を施工す
る (図２参照 )。
既設トンネル１の覆工壁１０の内側には、後述する袋体４１が密接する。
【００１２】
＜ハ＞プロテクタ
略門形に形成したプロテクタ３を既設トンネル１に設置し、上部からの落下物に対する保
護空間を形成する。
プロテクタ３の内部は、一般車両９０が走行するための供用区域３４となるもので、既設
トンネル１内の交通を許容するに十分な断面空間を有する大きさである。
プロテクタ３は、一定間隔毎に立設される支柱３０と、支柱３０の間に設置される側壁３
１と、既設トンネル１の上部（内面を覆う覆工壁１０等を含む）からの落下物を防ぐ屋根
３２とで構成される。
支柱３０または側壁３１の下部には車輪３３が設けられ、既設トンネル１の底面１１上に
敷設したレール１２によって、プロテクタ３はトンネル軸方向へ移動可能である。
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【００１３】
屋根３２は、例えば支柱３０、側壁３１の上に配置、固定される周知の横桁、縦桁及び覆
工板等により構成し、落下物で破壊されない程度の剛性を有する。
プロテクタ３で保護しているので、既設トンネル１の覆工壁１０を取り除く際にその破片
が落下しても、走行する一般車両９０に危険は及ばない。
拡幅トンネル２のシート張り作業や鉄筋組立作業等を行うために、各種資機材やコンクリ
ート吹付け装置などを搭載した作業台車９をプロテクタ３の外側を跨ぐように設置する (
図１参照 )。作業台車９は、作業範囲にわたってトンネル軸方向へ走行可能である。
なお、プロテクタ３は移動式に限らず、固定式でもよい。
【００１４】
＜ニ＞閉塞手段
閉塞手段４は、プロテクタ３の外側と既設トンネル１の覆工壁１０の内側との空間を切羽
２１側で閉塞するための風門で、プロテクタ３に設ける。
本例の閉塞手段４は、プロテクタ３の切羽２１側先端の外側に鋼板４０を突設し、鋼板４
０と覆工壁１０との隙間を塞ぐために袋体４１を装着して構成する。
袋体４１は、例えばゴム等の弾性材からなる膨縮自在のエアチューブ４２で構成し、この
エアチューブ４２を覆工壁１０の内側に周方向に配置する (図３、図４参照 )。
エアチューブ４２にエアを注入することによって、エアチューブ４２を膨出して覆工壁１
０の内側に密接し、空気の流れを遮断する。空気を注入した弾力性のあるエアチューブ４
２のため、覆工壁１０の内側と隙間なく密接する。
また、図３に示すように鋼板４０及びエアチューブ４２と底面１１との間に複数の空気袋
４３を設置し、車輪３３、レール１２によって生じる隙間を塞ぎ、空気の流れを確実に遮
断するのが好ましい。
なお、閉塞手段４は、切羽側２１と坑口側１３の双方に設けてもよい (図６参照 )。
【００１５】
＜ホ＞遮断シート
プロテクタ３の切羽２１側から後方へ向かう足周りに遮断シート５を取り付ける。
遮断シート５はゴム等の弾性材からなり、下端が多少の弾力をもって底面１１と当接する
ように全体の形状を末広がりに曲折してスカート状に形成し、ボルト５０等でプロテクタ
３の下部に取り付ける (図５参照 )。プロテクタ３がトンネル軸方向へ移動するとき、遮断
シート５の下端は底面１１上を摺動する。
遮断シート５は、プロテクタ３下部と底面１１との隙間を塞ぎ、空気の流れを遮断するも
ので、プロテクタ３の全長にわたって取り付けてもよく、あるいは部分的に取り付けても
よい。
プロテクタ３の足周りに遮断シート５を取り付けるとともに、切羽２１側に前記した閉塞
手段４を取り付けることで、供用区域３４と作業区域２２との間の空気の流れを遮断する
ことができる。
【００１６】
＜ヘ＞送風機
送風機は、排気用送風機６０と送気用送風機６１である。
排気用送風機６０は、作業区域２２の汚染した空気を外部へ排出するためのもので、プロ
テクタ３の切羽側の屋根３２に設置する。
排気用送風機６０に風管６２を接続し、汚染した空気が風管６２内を通って外部へ排出さ
れる。
なお、風管６２は合成樹脂などからなる公知の軽量パイプで、内部を空気が通り抜けるよ
うになっている。
作業区域２２の後方の、例えば発進立坑などの坑口１３に送気用送風機６１を設置する。
送気用送風機６１に風管６２を接続し、風管６２の先端を作業区域２２に向ける (図１、
図２参照 )。図では、排気用送風機６０と略同軸上に送気用送風機６１を設置しているが
、これに限定されない。
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排気用送風機６０を作動して作業区域２２の汚染した空気を排出するとともに、送気用送
風機６１を作動して新鮮な空気を風管６２を介して作業区域２２へ供給して作業区域２２
の換気を行う。
【００１７】
＜ト＞セントル
セントル７は、拡幅トンネル２の内側に組み立てて設置する移動型枠で、セントル７の外
側と拡幅トンネル２の内側との間に形成される空間にコンクリートを打設する。
セントル７は、図示してないが、例えば型枠と移動台車とを組み合わせた鋼製移動型枠等
を使用することができる。
コンクリートの打設が終わり、所定の強度を発現してから、次の打設位置へ移動する。
セントル７の移動方法は、電気、エアまたは油圧を動力とする駆動方式でよく、あるいは
人力か他の車両にて牽引することでもよい。
【００１８】
次に本発明の換気装置を使用して換気する方法について説明する。
【００１９】
＜イ＞プロテクタの気密性の確保
まず、既設トンネル１の内部に、プロテクタ３を設置する。
プロテクタ３が移動式の場合は、移動範囲にわたってレール１０を敷設しておく。
プロテクタ３の切羽２１側に閉塞手段４を設置するとともに、プロテクタ３の足周りに遮
断シート５を設置する。
また、排気用送風機６０及び送気用送風機６１を設置し、風管６２を接続しておく。
エアチューブ４２に空気を注入して膨出し、エアチューブ４２を覆工壁１０の内側に密接
する。空気を注入した弾力性のあるエアチューブ４２のため、覆工壁１０の形状に沿って
密接することができ、覆工壁１０に凹凸があっても隙間が生じることがなく、十分な気密
性を確保できる。
このようにプロテクタ３の切羽２１側を空気を注入した弾力性のあるエアチューブ４２で
塞ぎ、プロテクタ３の足周りを遮断シート５で塞ぐので、供用区域３４と作業区域２２と
の空気の漏洩を少なくし、プロテクタ３の気密性を確保することができる。
【００２０】
＜ロ＞作業区域の換気
プロテクタ３の気密性が確保された状態で、排気用送風機６０を作動して作業区域２２の
汚染した空気を風管６２を介して外部へ排出するとともに、送気用送風機６１を作動して
新鮮な空気を風管６２を介して作業区域２２へ供給して作業区域２２の換気を行う。
プロテクタ３の気密性が確保されているので、作業区域２２の換気を効率的に行うことが
できる。
【００２１】
切羽２１付近で発生する有害物質が排気用送風機６０で直接排出されるため、作業員が有
害物質に冒されることがない。
また、有害物質を排気用送風機６０で直接排出することにより、作業区域２２への所要換
気量が少なくなり、設備費や運転コスト費のコストダウンにもつながる。
供用区域３４と作業区域２２との空気の漏洩を少なくしているので、工事で発生する有害
物質が活線部などの供用区域３４へ漏出することがなく、プロテクタ３内を走行する一般
車両９０の視界を悪くすることがない。
また、供用区域３４から空気が漏出することがないので、一般車両９０の排ガス、黒煙、
路面やタイヤの磨耗による粉塵等が混じることがなく作業区域２２の空気の希釈効果を向
上することができる。
【００２２】
＜ハ＞プロテクタの移動時
プロテクタ３を移動する場合は、エアチュ－ブ４２からエアを抜いてエアチューブ４２を
縮小して行い、移動後は、再びエアを注入してエアチューブ４２を膨出する。
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このように本発明では切羽２１側の閉塞にエアチューブ４２を用いているため、プロテク
タ３の移動時の閉塞手段４の組立及び解体作業が簡単であり、時間を要しない。
また、プロテクタ３が移動する際、プロテクタ３の足周りの気密性を確保するための遮断
シート５を取り付けたまま移動できるので、移動時の時間を短縮できる。
このようにして作業区域２２の換気を行いながら、プロテクタ３の内部にて交通を確保し
つつ、掘削機８等で既設トンネル１の外側を掘削して既設トンネル１を拡幅し、拡幅トン
ネル２を施工する。
【００２３】
【発明の実施の形態２】
排気用送風機６０の代わりに集塵機６４を用いてもよい (図６参照 )。
集塵機６４を切羽側の閉塞手段４Ａに隙間なく取り付ける。
集塵機６４を作動することによって、作業区域２２の汚染した空気を吸込口６６から吸い
込み、粉塵などを分離捕集した後、出口６７から放出する。排気用送風機６０の場合と異
なり、風管６２を設置する必要がないので経済的である。
プロテクタ３と連結した移動台車６５に集塵機６４を搭載し、プロテクタ３の移動に合わ
せて集塵機６４を移動する。
本例の場合は、作業区域２２に一般車両９０の排気ガスなどが入らないようにするため、
坑口１３側にも閉塞手段４Ｂを設置する。閉塞手段４Ｂは、切羽側の閉塞手段４Ａと同じ
構造である。この場合、閉塞手段４Ａ、４Ｂで閉ざした作業区域２２が正圧となるように
送気用送風機６１の能力を集塵機６４の処理能力の１２０％程度とするのが好ましい。な
お、送気用送風機６１の風管６２は、閉塞手段４Ｂを貫通して先端を作業区域２２に向け
る。
本例によれば切羽２１付近で発生する粉塵などを集塵機６４で直接分離捕集するとともに
、送気用送風機６１で新鮮な空気を風管６２を介して作業区域２２へ供給して作業区域２
２の換気を行う。
【００２４】
【本発明の効果】
本発明は、以上説明したようになるから次のような効果を得ることができる。
＜イ＞既設トンネルの拡幅工事を行う際、プロテクタの気密性を確保し、作業区域と供用
区域との空気の漏洩を少なくした状態で換気を行うので、トンネル坑内の換気を効率的に
行うことができる。
＜ロ＞プロテクタの気密性を確保し、作業区域と供用区域との空気の漏洩を少なくしたの
で、工事で発生する有害物質が活線部などの供用区域へ漏出することがなく、プロテクタ
内を走行する一般車両の視界を悪くすることがない。
＜ハ＞また、活線部などの供用区域から空気が漏出することがないので、一般車両の排ガ
ス、黒煙、路面やタイヤの磨耗による粉塵等が混じることがなく、作業区域の空気の希釈
効果を向上することができる。
＜ニ＞切羽付近で発生する有害物質が排気用送風機で直接排出されるため、作業員が有害
物質に冒されることがない。
また、有害物質を排気用送風機で直接排出することにより、作業区域への所要換気量が少
なくなり、設備費や運転コスト費のコストダウンにもつながる。
＜ホ＞切羽側の閉塞にエアチューブを用いているため、プロテクタの移動時の閉塞手段の
組立及び解体作業が簡単であり、時間を要しない。
また、プロテクタが移動する際、プロテクタの足周りの気密性を確保するための遮断シー
トを取り付けたまま移動できるので、移動時の時間を短縮できる。
＜ヘ＞集塵機を使用した場合は粉塵などを直接分離捕集でき、風管の設置を必要としない
ので経済的である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の換気装置を示す概略側面図。
【図２】本発明の換気装置を示す概略平面図。
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【図３】トンネルを切羽側からみた説明図。
【図４】閉塞手段を示す説明図。
【図５】遮断シートの取付け状態を示す説明図。
【図６】本発明の他の実施例を示す概略側面図。
【符号の説明】
１・・・・既設トンネル
１０・・・覆工壁
２・・・・拡幅トンネル
２１・・・切羽
２２・・・作業区域
３・・・・プロテクタ
３４・・・供用区域
４・・・・閉塞手段
４０・・・鋼板
４１・・・袋体
４２・・・エアチューブ
５・・・・遮断シート
６０・・・排気用送風機
６１・・・送気用送風機
６２・・・風管
６４・・・集塵機
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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